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 ローン控除と住宅資⾦贈与ついに 40 ㎡に 
2021 年度税制改正 
今月は 2020 年 12 月 10 日に発表さ
れた 2021 年度税制改正大綱の内容
について解説します。 

今年はコロナ禍で珍しく減税の改正が目
⽴つ年となりました。特に、不動産税務
に関する住宅ローン控除の 13 年間特
例と住宅資⾦贈与の贈与税の非課税
制度の拡充、対象家屋の拡大について
は目を⾒張るものがあります。まず住宅ロ
ーン控除について、13年間となる特例
措置が 2022年 12月まで 2年間延
⻑されました。気になるのは特例ではない
原則の 10 年間の制度が 2021 年 12
月までなのになぜか特例が先⾏して延⻑
してしまっている点ですが、原則の 10 年
控除も 1 年間延びるということでしょう
（笑）また、契約締結日が決まっており
コロナ税特法により設定された契約締結
期限日も 1 年間延びています。住宅資
⾦贈与については 2021年 4月以降
契約の非課税枠が拡充し現状と同じ
非課税枠となります。 

 

コロナ禍で減税目⽴つ 
その中でも注目はローン控除、住宅
資⾦贈与ともに登記簿面積要件が
ついに 40㎡以上となったことです。
50㎡未満の場合には所得制限
1000万という要件が入ってしまいま
したが、それでも不動産業界の悲願で
したので大きな一歩でしょう。ただし登
録免許税等については 50 ㎡のままで
すのでご注意を。 

それ以外の注目点は、現政権の目玉
政策である「ハンコ廃止」論が税制に
も波及し、ほぼすべての書類について
押印が不要になるようです。ある程度
廃止になるのだろうと予想はしていまし
たが、ふたを開けてみてびっくり仰天、2
点の書類を除き文字どおりすべての書
類の押印が不要になるようです。押印
のやり取りでお客様に書類を送り返信
用封筒を同封する、ということが多かっ
たのですが、これでほぼ無くなるようで
す。実印でないハンコなど無意味だと
思っていましたので歓迎です。 

今月のコメント 
早いもので本年最後のニュースレターとなり
ました。今年はコロナ一⾊の年でしたが来
年は違った年になることを期待しています。
皆様本年も大変お世話になりました。 

年末年始休暇は 12 月 26 日（土）か
ら 1 月 4 日（月）まで頂く予定です。 
事務所自体は 28 日（月）まで営業し
ております。 

ご不便をお掛けしますが、ご理解の程よろ
しくお願い申し上げます。 

来年も引き続き宜しくお願い致します。 
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